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就学前教育・保育のあり方に関する基本方針（案）（概要版） 

１ 基本方針の概要

策定の目的： 変化の時代にあって、就学前教育や保育サービスを適正に提供するために、本市としてのビ

ジョンを示し、保護者ニーズを踏まえた幼稚園・保育所の活用、こども園の整備など、今後の方

向性について、その基本的な方針を提示する。 

位置付け： 教育大綱に基づき就学前教育・保育のあり方に関する今後の市の方向性について提示するもの

で、教育大綱と子ども・子育て支援事業計画の中間に位置付けることができる。 

基本方針の期間： 教育大綱の期間に合わせて、平成 30 年度から 32 年度までの３年間とする。 

２ 本市の現状

・就学前児童数（0～5 歳の児童数）は平成 24 年度以降減少。今後も減少傾向は続くと考えられる。 

・幼稚園ニーズ（市立）の減少 

市立幼稚園の園児数（3～5 歳児）は、1,759 人（平成 24 年度）から 1,193 人（平成 29 年度）に減少 

・保育所ニーズの増加・顕在化 

 保育所の児童数（0～5歳児）は、1,711 人（平成 24 年度）から 2,319 人（平成 29年度）に増加 

３ 本市の課題             ４ 今後の取組の方向性

(1)幼稚園ニーズの変化

①幼稚園ニーズの減少 

幼稚園児数H24→H29 

・公立 1,759 人→1,193 人 

（毎年約 100 人ずつ減少） 

・私立 687 人→ 702 人 

②適正な学級規模（5 歳児） 

・幼稚園設置基準35人以下（現行） 

・こども園・保育所 30人以下 

・小学校１学年（市独自）30 人以下  

③支援を要する園児への対応 

・支援を要する園児の増加 

④幼稚園管理運営上の課題 

・園児数減少・老朽化をふまえた効

率的な管理運営 

①－１幼稚園における保育所的機能の付加 

・預かり保育の拡充（長時間化と通年化の検討） 

・給食導入の方向についての検討 

①－２認定こども園への移行 

・園児数の減少傾向に地域差が見られることから、地域

での幼稚園ニーズや園児数の推移等を勘案した上で

整備することが望ましい 

②5 歳児における 30 人（30 人程度）学級編制の実施 

 ・円滑な接続等のため 30人学級編制が望ましい 

③支援体制・相談体制の確立 

・加配教職員の拡充・資質向上 

・スーパーバイザーの配置など相談体制の強化 

④－１余裕教室の活用 

・各園の実情に応じた余裕教室の有効活用 

・将来的には施設の複合化や統廃合も含めた検討 

④－２エアコンの設置 
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(2)保育所ニーズの増加

(3)就学前教育・保育の取組

(4)地域との連携・協働

①待機児童の解消 

保育所への入所希望H24→H29 

・0～5歳児 26.3%→37.2% 

うち 1～2歳児 30.0%→43.5% 

・待機児童数（H29 年 4月） 46 人 

②保育人材の不足 

・全国的な保育士不足 

・保育士の処遇改善 

・保育の質の確保 

①私立保育所の誘致 

・保育需要に対応した保育所の確保が必要 

・特に0～2歳児の保育需要に対応するための小規模

保育事業所の誘致 

 ・企業主導型保育事業の推進 

②－１保育人材の確保 

・保育士の処遇改善・雇用支援の取組 

・多様な任用形態による人材確保 

・潜在保育士を対象にした相談会の開催等 

②－２保育の質の確保・向上 

・園内研修会、交流学習会等の研修の充実・強化 

・教材研究等も含めた教育・保育環境の整備・充実 

①保・幼・こども園の連携 

・就学前における各施設間の連携強

化の必要性 

①生駒市立幼稚園・保育園 教育・保育カリキュラム（平

成 24 年 4月策定）の見直し 

 ・新要領の方向性を踏まえた見直しを行い、新たな統

一カリキュラムに沿った取組を H30 年度から開始 

①地域との連携・協働

・地域におけるつながりの希薄化 

・人や自然と関わる経験の減少など子

どもの生活の変化 

・子育てに不安や悩みを抱える保護

者の増加・孤立化 

①－１地域への情報発信・情報共有 

・各園の取組を積極的に地域に情報発信 

①－２地域との交流 

・地域に対する園庭開放等を引き続き実施 

・遊び場、交流の場、子育て相談の場の提供 

・地域の高齢者との交流、地域との連携・協働の強化 

②小学校への接続

・園区を持たない保育所は、小学校と

の連携で弱い側面 

・新教育要領でも小学校教育との円

滑な接続を重視 

②－１保･幼・小の連携のモデル実施 

・奈良県指定の壱分幼稚園・壱分小学校・いちぶちど

り保育園の研究モデル事業の推進と成果の活用 

②－２教職員の連携・交流 

 ・連絡会での情報共有などによる保・幼・小の連携 

・モデル事業や既存の研修会の場などを活用した教

職員相互の連携・交流 


